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衆
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院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

探
偵
業
者
に
御
指
摘
の
義
務
を
課
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
よ
う
な
規
制
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
探
偵
業
務
と
し
て

行
わ
れ
る
調
査
の
対
象
者
等
の
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
観
点
か
ら
、適
当
で
な
く
慎
重
で
あ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
探
偵
業
の
営
業
実
態
や
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）

の
施
行
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。


